


第二次尾道市自殺対策推進計画の目指す姿

① 地域におけるネットワークの強化

② 児童・生徒の自殺対策を推進する
　　ための体制整備 ① 行政職員・支援者等の人材育成

② 学校教育・社会教育関係者の人材育成

① こころの健康を保持するための支援
② 相談支援の実施
③ 児童・生徒のSOSの出し方に関する 教育・支援の充実
④ 居場所づくりの活動
⑤ 自殺未遂者への支援
⑥ 遺された人への支援
⑦ その他安心して生きることへの支援

① リーフレット・啓発ポスター等の作成と周知

② 市民・企業・民間団体等に向けた
　　健康教育・講演会・イベント等の開催

自殺を防ぐサポーター
　　　となる人材の育成
自殺を防ぐサポーター
　　　となる人材の育成

地域における
　　ネットワークの強化
地域における
　　ネットワークの強化

市民・企業等への
　　　周知啓発の充実
市民・企業等への
　　　周知啓発の充実

自殺死亡率の減少 20.3 15.3（人口10万人当たり）

現状値
令和3年（2021年）

目標値
令和9年（2027年）

① 子ども・若者への支援

② 働き世代への支援

③ 高齢者への支援

④ 生活困窮者への支援

重点施策

みんなで「生きる」を支えるまち   おのみち”みんなで「生きる」を支えるまち   おのみち”みんなで「生きる」を支えるまち   おのみち””””

一人ひとりが安心して
             生きることへの支援
一人ひとりが安心して
             生きることへの支援

基本施策１１
基本施策２２

基本施策３３
基本施策４４

成人 16.3％ 8％

成人 32.3％ 30％

成人 18.2％ 12％

子ども
小6：87.0％ 小6：90％
中2：81.6％ 中2：90％

成人 80％60.6％

成人 20.3％ 45％

子ども
中2：65.5％
小6：71.2％

中2：70％
小6：85％

成人 77.4％ 80％

成人 62.7％ 73％
成人

（20～50代）

（60～80代）

82.2％ 90％
高齢層 62.0％ 70％

現状値
（令和4年度）

目標値
（令和11年度）指標 区分

自殺したいと思ったことがある人の減少

孤独であると感じたことがある人の減少

悩みがあるときに「一人で悩む」人の減少

1人で悩まず家族や友達等に相談できる
子どもの増加

相談窓口を1つでも知っている人の増加

生活困窮に関する相談窓口を知っている人の増加
（生活困窮・生活保護に関する相談）

自分のことが好きな人の増加

睡眠が十分とれている人の増加

こころの病気は誰もがなる可能性があると
思う人の増加

③ メディアやICTを活用した啓発活動

③ 市民及び関係団体の人材育成

　 自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、 防ぐことのできる社会的な問題であると言
われています。その背景には、精神保健上の問題だけではなく、過労や生活困窮、育児、介護
疲れ、いじめ、孤独 ・ 孤立等の様々な要因があり、本市においては、毎年 20 人以上の人が自
殺で亡くなっています。

　 本計画は、 「誰一人取り残さない」 持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目
標である SDGｓの理念も踏まえ、「市民の誰もが、支え合い、自殺に追い込まれることのない
社会」の実現を市民、関係機関、行政が一体となって目指すための指針とし策定しました。

計画策定の背景

計画の詳細については、市ホームページの「第二次尾道市自殺対策推進計画」をご覧ください

人口に関する資料：人口動態統計（厚生労働省）※現状値・目標値については、直近5年間の平均値とする

現状値：尾道市健康づくり・食育に関するアンケート調査結果（令和4年度）


